
(目 的)

第1条

(報酬)

第2条

特定非営利活動法人やまぼうし 役員報酬規程

この規程は、特定非営利活動法人やまぼうし定款3章第19条の規程に基づき、

理事ならびに監事 (以下「役員」という)に支給する役員報酬はこの規程の定める

ところによる。

役員の総数3分の1以下の範囲内で報酬を支払うことができる。

(1)報酬の額は月額とし、理事会の承認を経て、理事長がこれを定める。

(2)役員に就任した月から、報酬を支払うことができる。

(3)役員が退任、または死亡した場合は、その月分の報酬を支払うことができる。

(報酬の支払日)

第3条  役員報酬を支払う場合の支払日は、職員の給与支給日と同じとする。

(委任)

第4条  この規程に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規程は、平成26年2月 7日 から施行する。



賃 金 規 程

特定非営利活動法人やまぼうし



(目 的)

第 1条  この規程は就業規則第 31条の規定に基づき、職員の賃金、賞与及び退職金に関

する事項について定める。

(賃金の構成)

第 2条  賃金の構成は次の通りとする。

基本給+諸手当

(賃金の算定)

第 3条  賃金は月給をもって定め、基本給のほか、各種手当 (本規程第 9条①～⑦)の合

計額をもって定める。但し、基本給に関しては、基本労働 日数 21日 (2月 は20

日)と し、基本労働 日数を下回るものについては、欠勤扱いとし、その日数分を基

本給より差し引くものとする。

(新規採用者の基本給)

第4条  職員の基本給は、 146, 000円 に別表 2～ 4の年齢、前歴、学歴を加算した

額とする。

2 契約職員は、各個人別に労働条件通知書によつてその額を定める。

3 時間給、日給によつて定めるパー ト職員は、各個人別に労働条件通知書によってそ

の額を定める。

(定年延長後の基本給)

第 5条  正規職員就業規則第 37条 (定年退職)の規定により生年月日に応じた定年延長

を希望する者に対しては、60歳に達した日の属する月の末日をもって定年とし、

以降の基本給は個別の給与辞令によるものとする。なお、法人はこの際の基本給を、

経営環境の変化を勘案して、社会的相当性と合理性のある範囲において定年前に比

し減額することがある。

(賃金の計算方法)

第 6条  新たに入職 した場合、その月の賃金は、原則として出勤日より日割計算 (諸手当

含む)にて支給する。

日割計算の計算方法については、職員各個人別の基本給にその月の実労働日数を分

子 0基本労働 日数を分母とし乗じ得た額とする。但し、 1円未満の端数が生じた場

合においては、これを 1円 に切り上げる。

(死亡退職、解雇等の場合の賃金計算)

第 7条  死亡退職、普通解雇等の場合の賃金はその月の賃金全額 (諸手当を含む)を支給

する。ただし懲戒解雇、自己都合退職の場合、休職 した場合又は復職した場合は、

その日までの日割計算した額を支給する。日割計算した額の計算方法については、

第 6条 と同様とする。

(遅刻等の場合の給与控除)

第 8条 遅刻、早退、欠勤などにより所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その

体業した時間に対する給与は支給しない。



但 し、法人がこれを承認 した場合については、賃金控除は行わない。

(基準内手当の種類)

第 9条 基準内手当の種類は次の通 りとする。

①  通勤手当

②  役職手当

③  業務手当

④  資格手当

⑤  調整手当

⑥  家族手当

⑦  処遇改善手当

(基準外手当の種類)

第 10条 基準外手当の種類は次の通りとする。

①  時間外手当

②  深夜勤務手当

③  休日出勤手当

(通勤手当)

第 11条  通勤手当は、次の通りの額を支給する。

(1)電車・バス通勤の場合

最短距離の合理的な方法と経路による実費相当分を職員各個人別に支給する

ものとする。但し、バス通勤は、通勤コースの間の停留所が2ヶ所以上あると

きに認めるものとする。

(2)自 家用自動車・自転車などの場合

片道距離 月額 日額 税法上限度額

2km未満 0円 全額課税

2km以上 5h未満 2,830円 135円 4,200円

5km以上 10km未満 4,200円 200円 4,200円

10km以上 15km未満 7,100円 330円 7,100円

15km以 上 20km未満 10,640円 505円 12,900円

20km以上 25km未満 12,900円 610円 12,900円

25km以上 30km未満 16,000円 760円 18,700円

30km以上 18,700円 890円 18,700円

※ 但し、日額計算するときは、月額■21日 とし、月額の範囲内とする。

※ 距離の測定の仕方は、インターネットで検索した標準的なコースで判断する

ものとする。

(役職手当)

第 12条 役職手当は役職に応 じて次の通りの額を支給する。

事業部門責任者手当   月額  職員各個人別に定める

但し、その決定額のうち半額については、時間外手当の見合額 とする。

(1)
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その場合の時間外労働時間数については職員各個人別の労働条件通知書に記

載するものとする。

(2) リーダー手当      月額  20,000円
(所長業務・管理者業務・サビ管業務)

(3) サブリーダー手当    月額  10,000円
(副所長業務・店長業務・ユニット責任者)

2 事業部門責任者は法人本部及び各事業部門に理事長の承認を経ておくこととす

る。尚事業部門責任者は事業全般及び各部門専門分野での指導、助言を行い、法

人事業の発展に寄与することが期待される者とする。

(業務手当)

第 13条  業務手当は業務内容に応じて次の通りの額を支給する。

(1)変則業務手当       月額  20,000円
(2)業務従事手 当      月額  職員各個人別に定める

(3)送迎業務手当      月額  5, 000円
※ 変則業務手当はグループホームに勤務する職員で宿直業務をする者に対 し

て支給する。

※ 業務従事手当の支給は理事長が業務の必要性を考慮して決定する。

(資格手当)

第 14条  資格手当は資格の種類に応 じて次の通りの額を支給する。但し、原則として、取

得資格が従事する職務に密接に関連する場合に支給するものとする。又複数の資格

を有する者には、上位の資格に対してのみ支給することとする。

(1)看 護師・理学療法士・作業療法士・公認心理 師・社会福祉士・精神保

健福祉 士・介護 支援 専門員

月額 5,000円 (上限)

(2)栄養士・調理師・介護福祉士

月額4, 000円
(3)保育士・簿記 2級

月額 3,000円
(4)介護職員初任者研修受講者・ガイ ドヘルパー・簿記 3級

月額 2,000円
(調整手当)

第 15条  調整手当は給与の決定及び変更時に従前の給与による総支給額に不足があった

とき、例外的に支給するものとし、その後は昇給のときに、調整手当を基本給に繰

り入れるものとする。

2 前項の繰 り入れ額は調整手当の額に応 じてその都度決定する。

(家族手当)

第 16条  家族手当は税法上の扶養親族である者に対して次の通りの額を支給する。

(1)配偶者         月額  10, 000円

（
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(2)子 (満 22歳に達する日の3月 31日 までの第 3子までの子)

第 1子         月額  5,000円
第 2子         月額  3,000円
第 3子         月額  2,000円

(処遇改善手当)

第 17条  処遇改善手当は昇給における基本給の財源として支給することを原則とする。

(但 し、その年の処遇改善加算が認められた場合に限る。)

(休暇等の手当)

第 18条  就業規則第 17条から第24条及び第 32条の賃金については、次の通りの額と

する。

① 年次有給休暇を取得した期間は、所定労働時間労働 したときに支払われる通

常の賃金を支給する。

② 特別休暇を取得した期間は、有給とする。

③ 産前産後休暇を取得した期間は、無給とする。

④ 育児時間を取得した時間は、有給とする。

⑤ 生理休暇を取得した期間は、無給とする。

⑥ 育児休業による休業を取得した期間は、無給とする。

⑦ 介護体業による休業を取得した期間は、無給とする。

③ 通院体暇による休業を取得した期間は、無給とする。

⑨ 休職期間中は、無給とする。

(手当の返還)

第 19条  各種手当が支給されていた条件が変わり、額が少なくなるときは、法人に速やか

に届出なければならない。届出がないため前の額のまま支払われ、後日過払いが判

明したときは、遡ってその差額の返還を命ずるものとする。

(非常時払い)

第 20条 職員若しくはその収入によって生計を維持する者が、次の場合に該当するときで、

職員から請求があった場合は、賃金支払い日前であっても、既往の労働に対する賃

金を支給する。

① 出産、疾病又は災害

② 結婚又は死亡

③ やむを得ない事由により1週間以上帰郷するとき

④ 退職、解雇により離職したとき

⑤ その他法人がやむを得ないと認めたとき

(時間外手当、休日出勤手当、深夜勤務手当)

第 21条  時間外手当の額は次の算式により支給する。

① 時間外勤務手当 (所定労働時間を超えて労働させた場合)

(基本給十本規程第 9条の②③④⑤⑦の手当÷ lヶ月平均所定労働時間)× 1.

25× 時間外労働時間数
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② 休日出勤手当 (法定の休日に労働させた場合)

(基本給十本規程第 9条の②③④⑤⑦の手当■lヶ 月平均所定労働時間)× 1.

35×休日労働時間数

③ 深夜勤務手当 (午後 10時～午前 5時までの間に労働させた場合)

(基本給十本規程第 9条の②③④⑤⑦の手当÷lヶ 月平均所定労働時間)× 1.

25×深夜労働時間数

尚、本規程第21条①及び③又は②及び③が重複する場合については、それぞれ

1.50又は1.60の率にて計算する。また事業部門責任者の役職手当について

はその半額を時間外手当等の算式対象額とする。

(賃金の計算期間及び支払日)

第 22条  賃金の計算期間は、毎月当月 1日 から当月末日までとし、翌月 20日 に当月分を

支給する。但し、支払日が休日 (金融機関の体業日を含む)の ときは、その前日に

繰 り上げて支払う。

2 計算期間の中途で採用され、又は退職する場合の賃金は本規程第 6条・第 7条

の方法により支払 う。

(賃金からの控除)

第 23条 次に掲げるものは賃金から控除するものとする。

① 源泉所得税

② 健康保険料

③ 厚生年金保険料

④ 雇用保険料

⑤ 住民税

⑥ その他法人が必要と認めたもの

(賃金の支払い方法)

第 24条  賃金は、法令若しくは賃金控除協定で定めたものを控除し、その残額を直接本人

に通貨で支払う。但し、本人の同意がある場合は、その職員の預金若しくは貯金口

座又は証券会社の預かり金回座に振込む方法により支払うことができる。

2 前項のただし書きの同意は、書面によるものとする。

3 振込先金融機関は、本人の指定する 1金融機関のみとする。

(昇給)

第 25条 職員については別表 1及び別表 2に より、毎年 1回 4月 1日 に所定の期間を経過

した者 (2ヶ 月以内の者を除く)を対象に昇給を行 う。

但し、正規職員就業規則第 37条 (定年退職)の規定により生年月日に応じた定

年延長を希望する者に対しては、60歳に達した日の属する月の末日をもって定

年とし、以降昇給はしないものとする。

2 契約職員については、原則として毎年 1回 4月 1日 に所定の期間を経過した者

(2ヶ 月以内の者を除く)を対象に昇給を行 う。その額については、業績に応じ

ｒ
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て2,000円 ～ 6, 000円 の範囲内で行 う。

3 時間給 0日 給によって定めるパー ト職員については、原則 として毎年 1回 10
月 1日 に所定の期間を経過 した者 (2ヶ 月以内の者を除く)を対象に昇給を行 う。

その額については、業績に応 じて定める。

(昇給の保留 )

第 26条  次の各号の一に該当する者については、昇給を行わない。

① 休業中又は入職後の就業日数が所定の期日に満たない者

② 著しく能力が低いもの又は著しく勤務成績若しくは素行が不良の者

③ 懲戒処分を受けた者

(特別昇給)

第 27条  勤務成績が特に優秀であると認めた職員については、第25条の規定にかかわら

ず、特別昇給させることがある。

(賞与)

第 28条 賞与は、法人の業績及び本人の技能、勤務成績等を考慮して職員各個人別に支給す

る場合がある。

その場合、 7月・ 12月 の年 2回の支給とすることを原則とする。

但し、正規職員就業規則第 37条 (定年退職)の規定により、生年月日に応じた当

該年齢まで定年延長を希望する者に対してはこれを支給しない。

2 賞与の査定算定期間は次の通りとする。

7月 賞与    12月 1日 から5月 31日 まで

12月 賞与   6月 1日 から11月 30日 まで

3 賞与の支給対象者は支給日現在において在籍している者とする。

4 賞与の算定に当たり、勤務が 6ヶ 月に満たない職員の賞与の支給はその都度決

定する。

5 以上のほか、法人の業績により決算賞与などを支給することがある。

(退職金)

第 29条  職員に対して別に定める独立行政法人勤労者退職金共済機構 ・中小企業退職金

共済事業本部の退職金規程に基づき退職金を支給する。

附       貝1

この規程は平成 24年 4月 1日 より施行する。

この規程は平成 30年 8月 1日 に一部を改正する。

理事会承認 日平成 30年 8月 9日

この規程は令和元年 9月 1日 に一部を改正する。

理事会承認 日令和元年 9月 17日

この規程は令和元年 10月 1日 より施行する。

理事会承認 日令和 3年 3月 19日

この規程は令和 3年 3月 22日 より施行する。

ハ
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書式第 17号 (法第 55条関係 )

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項 した

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

法人名 特定非営利活動法人 やまぼうし 事 業 年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日

毎

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)その他

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取寄附金 (寄附金・一般会費・賛助会費) 3,863,598円

日中活動系サーヒ
゛
ス事業収益 202,273,702円

障害者GH等運営事業収益 138,522,806円

総合生活支援事業収益 43,120,866円

スローワール ド事業収益 0円

補助金・助成金収入 39,914,483円

正会員会費収入 202,000円

雑収入 2,986,232円

受取利息等 2,017 FI]

固定資産売却益 19,999円

円

円

円

△
口 計 430,855,703円

月上
1日 入 先 金    額

多摩信用金庫 32,264,000円

東京厚生信用組合 6,697,563円

西武信用金庫 8,008,000円

福祉医療機構 10,000,000円

1,000,000円

669,993円

1,000,000円

2,000,000円

4,000,000円

△
ロ 計 65,639,556円



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及

(3) の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

缶 円

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金

円

円

円

円

円

円

征

条  件  等

円

円

貸 付 資 産 の 内 容

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

任

料 金 条  件  等役 務 の 提 供 の 内 容



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけ
第一順位から での取引 口 :役員等との取

生ずる取引
るそれぞれ

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月 日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

缶
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取 |の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

259,806,526円 給付費

29,955,200円
日野市障害者日中活動系補助
金・福祉施設運営補助金

20,939,538円 グルーポホーム給付費都加算

31,737,926円
日野市障害者生活 0就労支援事

業委託費

2,311,516円 首都大学カフェ電子マネー分

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

4,752,000 FI] 家賃・共益費・エレベ―夕保守料

2,911,959円 食材料費仕入

5,689,200円 くらさわ家賃・共益費

4,128,000円 おちかわ屋家賃

2,020,504円 食材料費仕入



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

征 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

令和 2年 4月

～令和 3年 3

月

2,700,000円 GHわんど家賃

令和 2年 4月

～令和 3年 3

月

4,752,000円 れんげ・GHげん家賃

円

円

円

円

円

円

円

円



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

200,000円
2年 4月 .17

日

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万 円以上であるものに限る。)の氏名並びに

5 給与の総額等に る [⑤給与を得た職員の総数及び る給与の総額に関する事項]

日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

116名 243,701,455円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

征 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

6 支出し に [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への送

金 又 しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施 日

実  施  日 使 途 金   額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

缶



法人名 特定非営利活動法人 やまぼうし たッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

{2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な郷 動〈行けしていないこと

イ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

役員数

(②÷③ (④÷③

① ② ③ ④ ⑤

区  分

④ 31年 4月 1日～2年 3月 31日 10人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してくださしヽ

③及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

(例)33. 333・・・96-→  33. 3%

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ④ ◎ 申 請 時

上記を証する書類の名称とその内容等

は い はい

いいえ

はい

いいえ

:まい

いいえ

はい は い

いいえ いいえ いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

∝意1申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員:輌酬規程事提出書類)の提出時においても融 び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

Q_菫艶:壺里:墜Ω璽塾L重」」堕豊塁L菫」菫壁豊≧」」璽幽墜E墨幽=重量 L二≦建:ユニ_

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

は い

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

匝ヨ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有。□ 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有 。無

第3表 (″CD

∝意1中曰

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)|=配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力斗こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

3

注 意 事 項項    目 記 載 要 領

区分欄の「④」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

:よ 「定款 (又は会貝0第○条に正会員の表決権 (又は議決

柏)は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はし」

に [Ω」_L堕 l二

"豊
と添

付してくださし、

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合には三狙壁量塑峯生堕量墜狙

じて行っている」の「はしЧ に「o」

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記哉する各

期間 (「③」から「◎」)を示したものです。

ハの各欄

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名 特定非営利活動法人やまぼうし ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 10人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0人 人 人 人 人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数

0人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
就任・退任

年月日
③ ⑮ ◎ ① ◎ 申請時

伊藤 勲 理事 就   任

H13.12.27
○

草場 清則 理事
○

就   任

H13.12.27

都倉 高久 理 事 就   任

H13.12.27

辞任

R2.6.25

○

増島 恭子 理事 就   任

○
H16.6.19

加藤 陽介 理事 就   任

H20.6.21

辞任

R2.6.25

○

藤野 達也 理事 就   任

○
H22.12.4

柏井 宏之 理事 就   任

Rl.6.27
○

春日 明朗 理事
○

就   任

R2.6.25

松岡 祀子 理事 就   任

R2.6.25
○

○

就   任

Rl.6.27

矢時 功 監事



法 人 名 特定非営利活動法人 やまぼうし

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳

エクセル使用

ルーズリーフ
毎 日 7年

7年

7年

7年

仕訳日記帳

会計ソフ ト(TKC使用)

ルーズリーフ
毎 日

総勘定元帳

会計ソフ ト(TKC使用)

)v*At) *7
毎 日

固定資産台帳

会計ソフ ト(TKC使用 )

ルーズリーフ
年度単位

賃金台帳

給与ソフ ト(TKC使用)

年単位 7年
ルーズリーフ

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(111i:|1111illiII:|:|:11il;li)

・ 「伝票又は帳鶏嘔」欄は、例えば 職 出納幅し、「総勘定元帳」、「経到胸 などのように記載します。

・ 『左の帳簿等の形態」欄は、「3枚腹写伝票」、町レーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 『調帳の時期」欄は、「毎日ょ『―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の都鵬卿め
'更
新の申欄 こ当たっては、法第55条第1卿こ基づく1謗:(役員報昴括要開婆書類)に1調:した内割こ変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 やまぼうし 角ック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及1瞬目護涯曹に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

◎ 申訂削寺③ ⑮ ◎ ①日
Ｈ項

有 ・ 無 有・ 無有。① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動

有 。無 有 。無有。① 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無
政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有・① 有 ・ 無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

項 目 ④ ⑮ ◎ ④ ◎ 申
‐
請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対
‐
する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特男l」αttll益の供与の有無

有・① 有。無 有。無 有・無 有。無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有。① 有。無 有・無 有・無 有。無 有 。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別σ冴燃ン)供与の有無
有。① 有・無 有・無 有・無 有。無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無
有。① 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初ヨυ

∝意|1中曰

・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても調職

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)0'吸.び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

○



法人名 特定非営利活動法人 やまぼうし チェッタ欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

○

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する痢唄:1個然菌隕:D等がある場合に:よ そC痢瞑11(祖メ嚇凰D等を添付してくださしヽ

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録t貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書:コ

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する:書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員(容里偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当雄 に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

ェック表 5表)

∝憲¬0
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 6、  7、  8表 )

法人名 輛り1部憾脱たやまぼうし

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年 月 日

ω菫1中0
・ 法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程割日封圏Dに 記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ相ロ

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 0無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力0)利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

④ ⑤ ◎ ④ ◎ 申 請 時

有

“

□h
どヽン 有 任 有 」霊 有 缶 有 」抽E 有 ・ 無

③ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第騎条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及

び添付する必要があります。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 やまぼうし たッタ欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り
合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定
特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 ●田
"1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ
り、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等α出M2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

:童三」図:塾i菫:璽:董:亜:型:堕菫凶壁12翼量Ω皇調幽!」二重墜:塁塑慶:医量:豊L二重:旦:奎量!立!堕艶i逓璽囲L堕望:墨上菫型堕:

]聾」墜:日[道璽型:壺聾」三二:塑i董:区里]1」HttLLL菫」回:墾塁旦
=L」

」目堕処21≦聾[二重」量』重]□EEl墜塑」屋:生11」堕塑塁」1盤旦盛:主 )。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定ブ曜 禾l括動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有。①

特定非者和j活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に敲 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有。①

，
“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・

（
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い ・ いいえ

瀞
議

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上塾■1二堡登亜整狙塵墨眠:量邑垂塑重塑量窒塑ヨ塑鐘型塁董

_堕臼2.生L望
=型

L塵整□墨道墨型肇麹:奎:≧ig!童区!堕型:星!奎:LL重世:≧:量:堕!菫:國:饉!理

“

21E優:る曇塵:壼塑:菫:を:墨壁:主五二上____

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も漏静士すること

(注 2)役員報酬規程等提出:書には添付 |1不要

Э́ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・

０^ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 は い ・

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い ・

0


